
米布互恵条約の締結とハワイ併合

言語: Japanese

出版者: 明治大学大学院

公開日: 2010-02-23

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 金澤, 宏明

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

http://hdl.handle.net/10291/6969URL



文学研究論集

第30号　2009．2

米布互恵条約の締結とハワイ併合

‘‘she　Reciprocity　Treaty　between　the　United　States　and

　　　Hawaiian　Kingdom，　and　Annexation　of　Hawaii”

博士後期課程　史学専攻　2002年度入学

　　　金　　澤　　宏　　明

　　　　　KANAZAWA　Hiroaki

【論文要旨】

　本論はハワイ併合の一要因を19世紀前半以来の米布政府間の関係強化及び互恵条約の締結とそ

の更新に求める。また，先行研究において合衆国では共和党がこの互恵条約の支持基盤であったと

捉えられてきたが，実際にはクリーヴランド大統領やモーガン議員のような民主党の膨張論者にも

支援者が存在したことを明らかにする。

　米政府は1842年，タイラー大統領の太平洋政策（タイラー・ドクトリン）の宣言以降，対ハワ

イ政策を推進し，1875年にはハワイ王国と互恵条約を締結した。これはハワイが経済不況の打開

を模索し，他方米連邦議会もハワイでの領土特権を得るため，相互に互恵関係の構築を希求したた

めであった。後にその更新が議論されたが，ハワイは砂糖輸出の拡大のため互恵維持を課題とし，

アメリカでもモーガンらが真珠湾の独占権を提案すると，民主党政権下の1887年に条約は更新さ

れた。

　1893年に米系白人がハワイ革命を起こすと民主党政権は事実上これを維持し，1898年併合は達

成された。地政学的戦略を含んだ互恵条約を維持していたため，対スペイソ戦争までに米布間に強

固な紐帯ができ，この密接な政治関係が併合への一つの脈絡を形成したのである。

【キーワード】ハワイ併合，アメリカ＝ハワイ互恵条約，

　　　　　　領，アメリカ帝国主義

アメリカ民主党，クリーヴラソド大統

はじめに

ポリネシア系ハワイ人が先住し，彼らの王国が存在したハワイは，1898年ニューランズ法
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（Newlands　Act）により合衆国へ併合された。ハワイ併合研究は，その多くをアメリカ史の観点か

ら，1893年の在ハワイ（以下，在布）白人による革命と，その後の併合という二つの大きな歴史

的転換点やその関連性に焦点をあててきた1。こうした先行研究においては，アメリカの帯国主義

的観点から，ハワ・イ併合が1898年の対スペイソ戦争に牽引されて達成されたとする説や2，1890年

代の日本脅威論など3，その要因を探る研究が進展してきた。しかしながら，合衆国の膨張政策の

一環としてハワイ併合を捉える場合，1890年代の歴史事象ばかりに焦点を当てていては，19世紀

を通したアメリカの膨張政策とハワイ併合の関係を見落とすことになる。併合問題の背景とその遂

行の歴史的経緯を論じるには，19世紀前半からの合衆国の対外政策決定過程における太平洋政策

の連続性やその拡大，及び米布両政府関係の構造強化に着目する必要がある。

　こうした問題点を検討するため，本研究は米布互恵条約（Treaty　of　Commercial　Reciprocity　be－

tween　the　United　States　of　America　and　the　Hawaiian　Kingdom，1875）に焦点をあてる。これは両

国の外交関係に注目しつつ，アメリカの膨張論者の主張にみられた互恵条約を合衆国の中心的な太

平洋政策と捉える言説と，ハワ・イ側からの米国との関係強化を目的とした互恵要請との間の相互連

関性を検討するためである。また，アメリカの対ハワイ互恵戦略の政治的側面に，ハワイに領土特

権を確保する地政学的な戦略が存在した点を明らかにする4。

　さらに，互恵条約の更新（1887年）及びハワイ革命時のアメリカ政権が，どちらも民主党クリ

ーヴランド（Grover　Cleveland）政権であったことに注視したい。政治経済学的研究では，互恵主

義戦略は政党対立の力学の中で共和党が支持基盤になったと考えられてきた5。しかし，実際には

クリーヴランド第一次政権で米布互恵条約は更新され，その他の有力な民主党員にも米布互恵の推

進者が存在したのである。指摘するまでもなく，ニューレフト史家は20世紀転換期の海外膨張を

巡る戦略において民主党のクリーヴランド大統領さえも，反帝国主義を主張しながら，事実上，海

外市場獲得のための非公式の帝国主義を辞さない「反帝国主義的膨張論者」であると定義した。南

北戦争以降，アメリカの連邦政治は北部共和党によって主導されたが，民主党は精力的にこの国内

状況の改善に努めており，外交政策においても積極的な役割を担っていたのである6。しかしなが

ら，ハワイの併合に関する研究では，民主党の積極的関与を十分に指摘している研究は少ない7。

　加えて，近年カメハメハ2世期以来のアメリカ＝ハワイ（以下，米布）間の交流関係に焦点を

あて，政治・経済・宗教にかかわらずハワイの内的要因が併合にいかに影響したかに実証的に迫る

研究も増えてきた8。本論ではこうした研究成果を踏まえつつ，互恵条約と併合の二国間交渉にハ

ワイの政治・経済構造などの内的要因がいかに影響したのかも考察する。このような観点から，米

布関係の緊密化が醸成された過程，互恵条約の締結および更新，こうした要因のハワイ革命と併合

過程への影響をそれぞれ検討する。
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1．米布関係醸成期

1．米布関係形成期と併合条約交渉の開始

　まず，互恵条約を米布が締結する前段階として，ハワイ王国による国際政治的・経済的不安定の

改善政策と，アメリカ政府の対太平洋政策としてのタイラー・ドクトリンが徐々に結びつき，米布

関係が緊密化していく過程を検討したい。19世紀前半の米布関係は，米国人による布教活動や貿

易及び捕鯨産業に関わる民間活動を中心に形成された。1820年，海外伝道評議会の宣教師たちが

ハワイへ渡るのと時を同じく，モンロー大統領は通商及び海運業の代理人をハワイに派遣した。ま

た，1826年には米軍艦の艦長が，アメリカ市民の生命と財産を保護する目的で，ハワイ王国と

「通商協定」（Convention　of　Commerce）を締結した。これはハワイ王国がはじめて他国と結んだ

政治協定であったが，この時点では王国はアメリカをはじめ，多くの諸国から正式に独立国家とし

ての承認を受けていなかった9。しかしハワイは，1816年のロシア民間会社による占領事件，1839

年のフランス海軍の一時的なホノルル入港と，ハワイ側に関税自主権がなく，フランス人の治外法

権を認める不平等な通商協定の締結など，英仏露の干渉を経験し，西洋諸国の利権獲得の動きにハ

ワイ政府が対応しきれないことが露呈した10。

　このような情況の中，ハワイ国王カメハメハ3世（Kamehameha皿）は，外国から独立国家と

して承認を得ることを意図した。彼はこの時までにハワイに渡っていたアメリカ系白人の影響を受

けたことや，合衆国が干渉行為をしていなかったことなどから，アメリカとの交渉を決意し，特使

として王族のティモテオ・ハアリリオ（Timoteo　Haalilio）とアメリカ生まれのハワイ政府顧問ウ

ィリアム・リチャーズ（William　Richards）を，1842年ワシソトンに派遣した11。タイラー大統領

（John　Tyler）はハワイ派遣団の陳情を受けた後，12月31日に議会演説で，外国がハワイ政府に敬

意を払うとともに，第三国がいかなる統制，排他的特権，貿易上の優先権をハワイで確立すること

を求めるべきではないと主張し，事実上のハワイ独立国家の承認を宣言した。後にタイラー・ドク

トリン（Tyler　Doctrine）と呼ばれたこの宣言は，主にウェブスター国務長官（Daniel　Webster）

によって起草された。国務長官はハワイ派遣団が王国の脆弱な立場を説明したことから，太平洋上

の地政学的な位置を重視し，第三国がハワイの領土や貿易の占有など，アメリカを凌ぐ特権を有す

ることを恐れていたのである12。タイラー大統領は同宣言で，独立国家としてハワイ王国の成長と

繁栄が太平洋及び東アジアとの貿易や通商という「真の利益」（true　interest）を生み出すことを

指摘し，ハワイを巡る列強の外交政策に対する姿勢を明確に示した。また，アメリカがハワイと友

好的な関係を構築し，ハワイ王国の独立を維持するため，いかなる外国勢力の脅威も是認しないと

いう趣旨を宣言したのである。このようなタイラー・ドクトリンは，太平洋の情況の安定化を訴え

るだけでなく，アメリカがハワ・イへの影響力を得る機会の可能性を残したことにより，ピアス

（53－57，民），クリーヴランド（85－89，93－97，民）など，これ以降の各大統領の対ハワイ政策に

発展的に盛り込まれたのであった13。
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　この宣言の後，外国によるハワイの独立国家としての承認は進んだが，これだけではその国際的

地位の上昇は進まず，1843年にはイギリス人によるハワイ占領事件が起きた。これは英国女王に

より撤回されるものの，結果的に1844年2月にハワイはイギリスとの間に，39年の対フランス条

約と同様な，不平等な通商条約を締結した。また，1849年8月に駐布フラソス領事が海軍ととも

にハワイ占領を試みる事件も起こった14。このような状況に対し，民主党ポーク（James　Polk）政

権下のアメリカは太平洋貿易を保護し，かっハワイと不平等な条約を締結していた他国に対して，

ハワ・イで国際的に有利な地位を獲得するため，1849年12月，二国間の対等な政治関係を構築する

修好通商条約（Treaty　of　Friendship，　Commerce，　and　Navigation）を締結した。これは以前非公式

に結ばれていた通商協定を公式の条約関係とし，大幅に改訂したものであった。アメリカの動きを

受けて，イギリスはようやくハワイとの修好通商条約をより対等な条文で締結し直し，これはその

後の他の西欧諸国との対等条約の締結に繋がる影響力を持った。加えて，カメハメハ3世は過去

の占領事件などにより西洋列強諸国，特に英仏に対し不信感を抱いており，また彼は政治顧問や親

族の婚姻関係で多くのアメリカ人と人的関係を築いたことで親米派となっていた。こうしたことか

らハワイとアメリカの政府関係がハワイと他国との関係を凌ぐようになっていったのである15。

　このように，国際社会上の安定が王国の政治課題となっていたことに加え，多くのアメリカ系白

人が政治顧問に採用されていたことから，ハワ・イ王国はパートナーとしてアメリカへの依存を強め

ていった。こうしたハワイ王国の安定を生み出す政治戦略がアメリカへの併合であり，前述した米

布関係の緊密化と修好通商条約を背景に，1851年以降本格的な政府間交渉が始まったのである16。

ハワイ側では1850年に設立された王立農業協会（Royal　Hawaiian　Agricultural　Society）や財務大

臣が，砂糖などの市場確保を求めて米への併合を支援した。3世の統治期以降，徐々にハワイ経済

を支えていたサンダルウッド貿易や捕鯨産業が衰退期に入り，代わりに二度の土地法改正によりハ

ワイで広大な土地を獲得したアメリカ系白人たちの経営するプランテーションが経済の支柱となり

始め，ハワイ経済は大きな転換を迎えていたのである17。事実，1844年にはハワイの総輸出額は

169，641ドルであったが，50年には783，052ドルに増大し，そのうちハワイ国内生産品に由来する

輸出額が109，578ドルから536，522ドルへと約5倍と飛躍的に増大していた18。砂糖を中心とする大

農場制生産品がアメリカに向けて輸出された結果，ハワイはアメリカ太平洋沿岸州や準州との通商

関係を徐々に確立しつつあり，この存続を課題としていたのであった。

　1851年3月セバランス駐布米公使（Luther　Severapce）は，ハワイ政府がアメリカによる併合

を望んでいるとウェブスター国務長官に報告し，翌年，米上院はハワイの併合案を公式に結ぶこと

を二度提案したが，これはフィルモア大統領（Millard　Fillmore，ホ）がこの時点でのさらなる領

土膨張に懐疑的であったことから拒絶された。しかし，支持派は議論を推し進め，カリフォルニア

州選出マコークル下院議員（Joseph　W．　McCorkle，民）は下院で，アメリカ太平洋沿岸防衛や対

アジア貿易の要としてハワイの重要性を主張した。この背景には1846年のテキサス併合や1848年

の米墨戦争による太平洋に面した西部諸州の獲得及びゴールドラッシュなど，太平洋州の発展への
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関心があった19。ハワイからの要請と連邦議会での提案を経て，1854年ピアス大統領（Franklin

Pierce，民）の指示を受けたマーシー国務長官（WMiam　L．　Marcy）は，グレッグ駐布米公使

（David　L．　Gregg，後のハワイ財務大臣）に併合交渉を指示した。グレッグはハワイのアレソ財務

大臣（Elisha　H．　Allen）と交渉し，併合条約を調印した。しかし，この併合案はカメハメハ3世の

死去により最終的に破棄となったのである20。

　3世の統治期に行われた憲法改革の結果，多くの一般男性のハワイ人や在布白人に選挙権が拡大

し，また土地法改革により大農場を獲得したアメリカ系白人エリート層が経済の中心となり，王権

が弱体化していた。これに対し，新国王となったカメハメハ4世（Kamehameha　y）は前国王と

異なり，このアメリカ系白人の影響力を排除するため英国化運動を推進し，アメリカへの併合の動

きを継続しなかった。4世からカメハメハ5世（Kamehameha　V）の初期にかけて，ハワイ国王

は王権の拡大とハワイ先住民及びアメリカ系白人の参政権縮小を意図する憲法修正を志した。ま

た，英国教会の様式を取り入れたハワイ改革カトリック教会（Reformed　Catholic　Church）を支援

し，王族をはじめ多くのハワイ政府の高官がこれに入信した。同時に国王や英国系政治顧問は，不

敬罪などを利用し，政府や政府系新聞などからアメリカ系白人を排斥したのである21。

　しかしながら，王国の安定のために，経済発展と貿易関係の強化及び国家歳入維持の必要性を理

解していた4世は，併合の代替案としてアメリカとの紐帯を強化し，経済的な安定をもたらす互

恵条約構想を持つに至った。4世にとって併合は回避すべき事態であったが，徐々にプランテーシ

ョソ経営による砂糖輸出経済に移行していたハワイにとって，その販路の確保は必須事項であっ

た。こうした妥協の産物として1855年7月に互恵条約が調印されたものの，英国化したハワイ政

府とアメリカ系住民の対立のためハワイ側の足並みが揃わず，またアメリカ側でも南部ルイジアナ

州の砂糖産業界の反対と，砂糖関税収入減への危惧から連邦議会での批准を達成できず，立ち消え

となったのである22。

2．　1860年代の併合及び互恵条約交渉

　1850年代の交渉は，ハワイ側に併合や互恵条約を推進する経済的理由があったが，アメリカ側

には積極的な要因がなく，国内の反対もあり実現しなかった。1860年代の米布関係にも，この事

態が再び繰り返された。カメハメハ4世から5世の統治期にかけて，ハワイではアメリカ系白人

宣教師グリックー族（Gulick）によって禁欲的で共和主義的な価値観を持った布教活動が行われた

が，享楽的で世襲制の君主制国家の維持を望む4世は，それを警戒した。史家パヅトニー

（Clifford　Puttney）が指摘するように，4世はハワイが君主制国家であり，合衆国へ併合された場

合，ハワイの文化や社会制度が共和制とはなじまないとして併合に反対したのである。前述したよ

うに，国王は政府の要職から，アメリカ系白人を排除する行動に出たが，これはアメリカの影響を

受けた憲法や制度によって縮小した王権を回復する動きであった23。

　アメリカで南北戦争が勃発すると南部産砂糖が北部に供給されず，ハワイ糖は特需で戦前の7
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倍もの量がアメリカへと輸出され好景気を迎えたが，戦後，再び南部産砂糖が北部に供給されるよ

うになると関税のかかるハワイ糖は販売額を減少させた。この結果，生産過剰と相まってハワイは

不況に陥り，低関税での砂糖販路の確保がハワイ政府の喫緊の課題となり，再び互恵条約の締結が

重要視されたのである24。5世はアメリカへの併合を望まなかったが，国内不況を改善するため，

合衆国との互恵条約の締結を政策の中心課題に据えるとともに，ハワイ政治・経済の支柱となって

いたアメリカ系白人エリート層との妥協を図り，彼らに馬税の優遇など特権を付与した。これを受

け入れたアメリカ系白人エリートは国王に併合を求めず，互恵条約の締結にその目標を定めたので

あった25。こうしたハワイ政府による互恵戦略の選択は，在布アメリカ系白人の政治的権力の強大

化が大きな要因であった。

　ハワイ側で互恵条約が主張されるようになると，アメリカ側でも1867年から連邦議会での論争

が活発化した。1月，上院でジョンソン大統領（Andrew　Johnson，民）に対しハワイ王国との互

恵条約に関する情報の開示を求める決議が出されると，大統領は財務長官に報告書を議会に提出す

るよう指示した。ヒュー・マカロック財務長官（Hugh　McCulloch）は，互恵条約が関税歳入を減

少させる効果を持つとともに，それが究極的には海外との通商の拡大をもたらすであろうと考え，

検討材料として統計局からの情報を添付した報告書を提出した。加えて，財務省統計局長官アレッ

クス・デルマー（Alex　Delmar）は1860－66年の7年間の米布間貿易総額が比較的小額に留まって

いたことを示した。この期間，アメリカの対ハワイ貿易は主に農業・工業製品輸出とハワイの原材

料糖の輸入で成り立っており，総額は12，171，096ドルであった。同時期の合衆国の輸出入総額は統

計で4，534，226，706ドルであり，合衆国の貿易総額における対ハワイ貿易の割合は約373分の1に過

ぎなかった。加えて，砂糖貿易は同時期の合衆国総輸入額約2．2億ドルのうち，ハワイからの輸入

は300万ドル（全体の1％強）程度であった。また，1866会計年度のハワイから合衆国への輸出額

1，589，105ドルのうち，東部沿岸港湾へは243，443ドル，西部沿岸港湾には1，345，662ドルが輸出さ

れ，その貿易のほとんどが太平洋州，特にカリフォルニア州に向けられていた26。カリフォルニア

州のコール上院議員（Cornelius　Cole，共）の要請により，サソフランシスコ商工会議所から任命

された調査委員は，12月，通商保護と英仏のハワイ獲得を妨げるために，アメリカによる獲得が

必要であり，またそうなれば太平洋沿岸州の対ハワイ貿易が大きな発展を遂げる可能性を示唆する

報告書を国務省に提出し，ハワイ貿易の重要性を主張したのであった27。

　1867年6月，スワード国務長官（William　H．　Seward）は，駐布米公使マクック（Edward

McCook）より，ハワイが米布関係のさらなる強化を望んでいるとの報告を受け，国務長官は国民

の同意の下での平和的なハワイ併合が望まれると回答した。ジョンソン大統領は同年12月，議会

演説で将来のハワイ併合を目指した互恵条約を提案した。しかし，ハワイ側ではハワイに駐留して

いたアメリカ軍艦ラッカワナ号（theσ　S．　S．　Lackawanna）の書記官が，虚偽のアメリカ併合計画

をハワイ側に知らせる陰謀事件などがあり，両国の交渉はさらなる進展を見なかった28。他方，ア

メリカでも米加互恵条約が経済的利益をもたらさなかったことや，ハワイ砂糖がルイジアナ砂糖業
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の脅威になり得ないことが示されたたものの，南北戦争が終結したばかりのアメリカ国内で南部の

砂糖業との諄いをさけるため論争が深化しなかったことなどから，1870年，互恵条約批准決議は

廃案となった29。国際政治学者三浦は，二度にわたる互恵条約の締結交渉の失敗の理由としてハワ

イの市場が小規模だったことと，その自給率の高さによってアメリカの輸出増大を見込めないこ

と，また条約の対象が関税に限られており，元来ハワイの関税が低率だったことによりアメリカ側

の経済的有効性が低かったことを指摘している30。

　このように19世紀前半から中葉にかけての米布併合と互恵条約に関する交渉は，ハワイ王国の

安定と経済状況の改善を追求するため，ハワイ政府とアメリカ系白人から強く求められた。一方

で，アメリカ側は国内での反対から条約批准を達成出来なかった。しかし，この状況は，互恵条約

に合衆国への領土特権を付与する条項を挿入することによって変化したのである。

皿．互恵条約の締結と更新

L　米布互恵条約の締結

　カメハメハ5世の後を継いだルナリロ王（William　Charles　Lunalilo）は親米派であり，1873年，

三度目のアメリカとの互恵条約交渉を開始した。ヘンリー・カーター（Henry　A．　P．　Carter）ら国

王の白人顧問は過去の失敗を踏まえた上で，米議会での批准を獲得するため，港湾を含めた領土特

権のアメリカへの付託を提案したが，ルナリオ王が短命で亡くなると交渉は中断した31。一方，

1874年，アメリカ政府は互恵条約を推進するため，即位したばかりのカラカウア新国王（David

Kalakaua）を国賓としてワシントンへ招待し，サンフラソシスコでは元陸軍長官スコフィールド

（John　M．　Scho且eld）が出迎え，ワシソトンでは国務省，陸軍省，海軍省共催のパーティーが催さ

れた後，国王はグラソト大統領（Ulysses　S．　Grant，共）と面談した。これを契機として交渉が再

開され，1875年3月18日，カラカウア王の特使エリシャ・アレン及びカーターと，ハミルトン・

フィッシュ国務長官（Hamilton　Fish）の間で互恵条約が調印された。国王の政治顧問や外務大臣

は以前の失敗を鑑み，領土特権をアメリカに付託することをカラカウア王に提案し，国王はこれに

同意したのであった。この条約は，第4条にハワイ港湾の他，いかなるハワイ領土を相談なくア

メリカ以外の国家に譲渡あるいは貸与しない，また特権も与えないとする領土特権条項を規定して

いた32。これは1842年のタイラー・ドクトリンに包含されていた，ハワイが第三国の影響力下にお

かれることを回避する主張を踏襲しつつ，アメリカがハワイ領土租借の優位性を規定するなどした

膨張論的な系論（corollary）といえよう。

　米議会では，ミッチェル上院議員（John　H．　Mitche11，0R，共）が3月17日，太平洋上のハワイ

の地政学的な重要性，及びその独立性が列強によって侵害される可能性を示唆し，ハワイが米国の

太平洋通商と将来の海軍基地として重要な拠点となることを主張した。他方，モリル上院議員

（Justin　S．　Morril1，　VT，共）は，翌日，施行されたアメリカ＝カナダ互恵条約（1854－65年）の失

敗から経済互恵戦略への疑問を呈したうえで，米布互恵条約がハワイのプランターを富ませる一方
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でアメリカ側の経済利益の見込みが少ないこと，条約がアメリカ大陸外の領土への事実上の干渉を

含み，他列強諸国との紛争を招く可能性があること，植民地形成へと進む可能性があることなどか

ら同条約に反対した33。こうした互恵を巡る議会論争では，賛同者の多くが地政学的論拠を重要視

し，反対派は経済的な議論と地政学的な観点の否定に終止した。3月18日，上院は互恵条約を投票

に付し，条文に領土特権などを含んだ同条約を，51票対12票で批准した。米布互恵条約は有効期

限を7年間とし，翌1876年施行され，最終的にはハワイ併合まで継続されたのである34。

　この条約が批准された背景として，戦略的観点からアメリカ陸軍長官ベルクナップ（William

W．Belknap）の秘密指令のもとでハワイの軍事視察及び調査が行われ，’ ^珠湾が海軍基地として

理想的な場所であると1873年に報告されていた点を考慮しなければならない。この調査はアメリ

カの西部港湾や通商の防衛にハワイが持つ利点を探るために二ヶ月に渡って行われた。これに参加

した元陸軍長官スコフィールドは後年，この時の視察において，真珠湾を占領し，凌藻・改善する

ためには排他的特権を保有することが必要であり，そのためにハワイ併合の重要性を認識したと

述べている35。また，この互恵条約は，ハワイが元来低関税であり条約による追加効果が低かった

ことに加え，ハワイの対米輸出の95％を占める砂糖や皮革などのハワイ製品を関税譲渡品に含め

たため，必ずしも効果バランスは対等であるとはいえなかった36。つまり，米加互恵条約の失敗の

ように，議会論争で純粋な経済互恵に対する疑問が根強くある中で，過去二度失敗した対ハワイ

互恵条約は，条文に地政学的観点から領土特権を盛り込んだことにより連邦議会を通過したのであ

る。

2．　第一次クリーヴランド政権における互恵条約の更新

　こうして批准された米布互恵条約は，1881年以降その更新が議論されるようになる。プレイソ

国務長官（James　G．　Blaine）は，1881年12月に駐布米公使コムリー（James　M．　Comly）に政府

見解を提示し，1849年と75年の条約で政治的かつ通商的関係が促進され，西部沿岸州の防衛と貿

易における重要性が増大したと指摘しつつ，ハワイへのアメリカ膨張の可能性を表明した37。アー

サー大統領（Chester　Arthur，共）政権下の議会で更新論争が本格化すると，1883年1月9日，

上院財政委員会委員長であったモリル上院議員は，条約更新に反対する合同決議案を提出した。下

院外交委員会より条約更新を是認する報告書が提出されたが，モリルはこの審議を上院財政委員会

に付託した。同委員会は条約期間の終了を勧告したが，モリルはさらに条約批准権のある上院にお

いて8月，財務長官命で組織された互恵条約調査委員会で作成された報告書を提出した。この報

告書は，下院外交委員会報告書に添えられた反対派の議論を詳細に検討し，経済面でハワイ側が利

益を享受している一方，アメリカ側は貿易による利益が少ないこと，及び互恵条約によって米が約

350万ドルの歳入減となったことを指摘した。また，南部の砂糖や米の生産者，東部の製糖業者に

よる条約継続への反対があったことをも報告した。反対派は，こうした経済的側面に絞って議論を

行ったのであった38。
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　他方，米布条約維持派は財務省報告や反対派に反駁し，ハワイの対米輸出の9割が実際にはハ

ワイとカリフォルニア州での資本投資・輸送・船舶の建造など，間接的にアメリカ側の利益になっ

ていると主張し，条約の打ち切りはこれまでの投資を無に帰し，太平洋沿岸諸州の通商にも打撃を

与えると説明した。駐米ハワイ公使アレン（Frederic　H．　Allen）は上院財政委員会に通商面につい

ての報告書を提出し，1876年から82年までの7年間でハワイの対米輸出が1，376，681ドルから

7，621，690ドルへ増加している一方で，輸入も724，267ドルから3，272，272ドルへ増加していること

を示した。この数値は両国の通商がそれぞれ拡大しながらも，ハワイが合衆国の利益を上回ってい

ることを示しているが，実際には通貨の移動は，ハワイが同期間で年平均173，904ドル超過してい

るに過ぎず，財務省報告ほど差がないことをも指摘した。経済的否定論に反駁する一方で，互恵維

持派はさらに75年当時の太平洋上のハワイを巡る地政学的議論，すなわちタイラー・ドクトリソ

が主張した他国を排斥する議論と太平洋沿岸州の防衛への貢献を改めて主張し，ハワイとの密接な

関係が米国から第三国へと移ることに懸念を表明したのである39。

　9月になると，二人のルイジアナ州選出上院議員（Benjamin　F．　Jonas，民；Randall　L．　Gibson，

民）が条約の廃棄を求める合同決議案を提出した。しかし，これは先の財政委員会決議に異議を唱

えた上院外交委員会報告書により強く否定された。タイラー大統領の遠縁であり，外交委員会の構

成員であった民主党のモーガソ上院議員（John　T．　Morgan，　AL）は，83年12月にハワイのカータ

ー駐米公使に米上院が互恵条約の更新を望んでいると伝え，84年1月には，条約反対決議案は無

期延期されるべきという報告書を上院外交委員会から提出した。この報告書は，ハワイが米の通商

と海軍戦略の基地として重要であると強調し，互恵条約の継続を正当化した。加えて，モーガンは

北太平洋で列強に植民地化されていない唯一の国家であったハワイの中立性に焦点をあてた。米国

がハワイとの政治的関係を維持することは，他国との通商競争での優越性を維持し，将来の中米地

峡運河の完成により通商の拡大をもたらすと論じたのである。議会では外交委員会と財政委員会が

対立し，条約延長決議とその反対決議の応酬となった40。このように論争が紛糾する中，アメリカ

のフリーリソグハイゼン国務長官（Frederick　T．　Frelinghuysen）とハワイのカーター公使は，

1884年12月6日に更新条約を調印した。この条約は，現在互恵関係にある両国がさらなる相互の

通商利益の増大と連携強化を得るとして，1875年条約の延長を規定した41。しかし，この段階では

上院での批准を達成する見込みがなく，維持派は投票にかけることが出来なかった。

　アメリカ側でこの条約の更新議論が再び活発化したのは1886年，民主党クリーヴランド政権時

であった。クリーヴランド第一次政権はリンカンの暗殺で昇格したジョンソソを除けば，南北戦争

後初の民主党政権であり，戦後に北部共和党が再建政策の主導権を掌握していたため，民主党や南

部の政治家は，国政におけるセクション・バラソスを改善することを重視していた。クリーヴラソ

ド就任後の最大の課題は，不況対策と連邦予算の過剰歳入の削減であった。大統領選挙前からこの

課題は「歳入のためだけの関税問題」（tariff　for　revenue　only　issue）として争点となった。1883年，

アーサー共和党政権下で，上院に対し関税議決優先権を持つ下院では民主党が多数党となり，民主
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党有力政治家が関税問題を議論した。共和党の地盤であったペンシルヴァニア州選出のラソドール

（Samuel　J．　Randall）下院議長は，民主党出身者であるが保護主義者であり，常に高関税を主張す

るとともに，合衆国経済の安定という観点から頻繁な関税改訂を否定した。彼は，関税問題がこれ

までの共和党政権下で構築されてきたとして，民主党が主導する下院で独自に関税政策を構築する

のではなく，その主導権をアーサー共和党政権にまかせるべきだと主張した。他方，クリーヴラン

ド第一次及び第二次政権で財務長官を勤めたカーライル（John　G．　Carlisle，　KY，民）はこの時，

自らを自由貿易論者ではないと定義しながらも，アメリカの関税歳入が過多であることを指摘し，

民主党が関税改革を行うべきと主張した。彼にとって連邦資金の余剰歳入は過剰な税徴収を得るこ

とであり，関税による国内の一部の産業保護のため一般の人々にも均等に税負担を強いることや，

高関税の結果としての不況を容認できなかった。この論争はカーライルの勝利となったが，この両

者の観点はそれぞれ民主党の政治綱領に盛り込まれた。それは，納税者の税負担を軽減する際にそ

れまでの関税で保護された労働者と生産者，すなわち有権者の利害を傷つけることなく，過剰歳入

と過剰生産を削減することを政治課題とした42。

　大統領選挙に勝利した民主党クリーヴランドは十分な関税知識を持っていたが，当初政権主導の

強制的な措置を回避した。彼は基本的にカーライルの関税案に依拠しながら，議会による自主的な

低関税改革を望んだのである。しかし，連邦議会の改革案はラソドールの妨害などで進展しなかっ

たことなどから，大統領は1885年の年次教書で関税削減を提言し，さらに議会による関税修正の

緊急の重要性を1886年教書で主張した。しかし，依然として議会が関税改革を行わなかったた

め，クリーヴランドは1887年教書のほとんどを関税問題に焦点をあてた。彼は関税を事実上の税

金と捉え，この歳入過剰の不均衡を議会が是正しなければならないと主張した。またトラストと関

税の関係を指摘し，関税が一般大衆に負担となり，不況の原因となったことを示唆し，さらに関税

改革がビジネスを破壊することにも労働者の賃金を下げることにもなり得ないと訴えたのであっ

た43。

　クリーヴランドが歳入緩和を目的とした関税改革を主張したため，米布互恵条約破棄による関税

収入の増大を忌避する傾向が生まれ，第49議会の条約更新議論もこの関税政策を背景として行わ

れた。しかし，こうした議論は75年，83－84年当時の議論の再燃であり，財務省や国内砂糖産業な

ど反対派から強いロビー活動などがあった。例えば，財務長官によってハワイへの調査委員として

任命されたシアレス（John　E．　Searles）は帰国後，合衆国の対ハワイ輸出量が年々増加しているこ

とを認めながらも，ハワイからの輸入超過が合衆国の利益を減少させていること，ハワイ糖がアメ

リカ国内産砂糖との競合関係にあること，この条約によって豊かになった在布白人プランターがハ

ワイの社会と価値観に強い影響力をもったことなどから，条約の廃棄を主張した44。その一方で，

下院では複数の条約破棄決議案が提出され，それらは歳入委員会に諮られた。同委員会は，駐米布

公使のカーターとハワイ領事のボウトウェル（George　S．　Boutwell，　MA，共）に聞き取りを行い，

互恵条約を擁i護する立場を取った。元米財務長官であったボウトウェルは，後に83年の財務省報
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告が誤ったものであり，ハワイ政府高官がそれを公平でないと判断している点を指摘した。彼は，

米国内での砂糖消費が増加したが，そのうちハワイ糖は15％程度であったことを説明し，これが

脅威にならないと述べた。さらに，条約によって米布関係が強化されたことを示し，それが破棄さ

れた場合，ハワイがオーストラリアやカナダとの互恵関係に向かう可能性を示唆した45。

　米上院で批准を得るためにはこうした経済的議論だけではなく，さらなる議会議論が必要であっ

た。その戦略として，互恵条約維持派はアメリカによる真珠湾の独占使用権を含む，領土特権の拡

大を提案した。80年代半ば以降，ハワイ政府とハワイ商工会議所及びプラソテーション経営者

も，砂糖価格の下落による経済不安や財政難などから，互恵条約の堅持を政治課題としていた。米

上院外交委員会のミラー委員長（John　F．　Miller，　CA，共）とモーガソ議員は，1884年12月にアメ

リカの真珠湾使用権についてカーター駐米ハワイ公使に問い合わせたが，従前通り更新することを

望んでいたカーターは，この時点では可能性はあるが低いと回答した。エドムンズ上院議員（Ge－

orge　F．　Edmunds，　VT，共）もカリフォルニアへの視察後，真珠湾獲得の着想を重視し，その租借

権を含んだ更新決議を提案したが，上院外交委員会の賛同を得られなかった。しかしながら，米連

邦議会でモリル議員や財務省が反対に回り，互恵条約の更新の可能性が揺れ動いていたことを察知

したカーターは，国王に7年間の期限付き貸与という条件を提案し，カラカウア王は真珠湾独占

使用権をアメリカ側に提示したのであった46。

　これに加えて，現実には差し迫った驚異ではなかったが，太平洋でのカナダ，イギリス，ドイツ

との通商的・領土的競争が議会で議論されるようになると，モーガソ議員を中心に外交委員会は

1886年4月14日の秘密会で真珠湾使用権を盛り込んだ修正案を検討した。さらにその後，イギリ

スあるいはカナダ政府がハワイでの利権獲得を望んでいるとする噂が流布すると，秘密会で真珠湾

特権を拡大する条項を新たに挿入することを規定した修正条項が付加された。この修正は，合衆国

船舶の港湾使用のため，船舶への石炭供給または船舶の修繕のための基地を建設し維持する特権，

及びその目的のため合衆国が真珠湾を凌喋する権利を持つことを保証した。連邦議会はこれらの議

会論争と修正を検討したのち上院投票に計り，1887年1月20日，75年条約の延長を規定した84年

更新条約に同意し，ようやく1887年11月9日，両国によって批准が交換されたのであった47。

　その後，ハワイの議会と外交委員会では，アメリカで高関税法が成立する1890年まで，真珠湾

の海軍基地の使用権を含んだことから，この更新が併合を含意したものであるとの論争が起きた。

併合を回避する代替案として互恵条約を理解していたハワイの人々の中には，単なる互恵関係が永

続するとは考えず，併合につながると主張したものも存在した。しかし，経済的関係の維持がハワ

イ経済の安定には必要であり，反互恵派の議論は撞着状態にあった。他方，プランター階層の支援

を得たアメリカ系白人指導者は互恵を併合の前段階の形態としての捉えており，互恵条約に対する

理解と賛否は，両者の間で揺れていた。しかしながら，カラカウア王によるハワイ人を中心とした

国家建設の意図や太平洋の黄色人種国家同士の紐帯を求める政策が提案されたが，1887年在布ア

メリカ系市民が白人に有利な憲法改定を王国に強制したことや，砂糖輸出を中心とする対米経済ヘ
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の依存体質などから，在布白人の政治力は強化されていた。彼らは合衆国との併合の可能性を堅持

するため，互恵条約の維持を強く主張したのであった48。このことは，カメハメハ5世が互恵推進

のためにハワイの経済的支柱であった白人プランター階層を支配層に取り込み，彼らに特権を付与

して妥協を図った段階から，白人プラソターが自ら政治的・社会的により強い主張を展開する段階

に至ったことを示している。

　ハワイは南北戦争後に対米輸出が減少し不況に陥ると，米関税障壁の撤廃を望み，互恵関係の構

築を求め，他方アメリカ側もハワイでの国際的優位を獲得するためハワイ領土を他国へ租借譲渡で

きないとする条文を挿入し，互恵条約を批准した。さらに更新時には，ハワイへのイギリス進出の

脅威という流説への対抗措置として，連邦議会は真珠湾の独占使用権を盛り込んだ修正案を採決し

た。これはカナダやオーストラリアとの通商競争と，米布互恵破棄によって第三国がハワイの経済

関係と領土特権を獲得することへの防衛策として主張された。このように，互恵条約には当初から

アメリカの地政学的・戦略的意図が含まれており，その締結と更新を経てアメリカは段階的にハワ

イでの特権を強化したのである。これは，タイラー・ドクトリンに見られた太平洋保全の意図と第

三国の太平洋上での活動への警戒が，段階的に互恵条約に包含されたことを示し，同条約により，

ハワイが地政学的にアメリカの周縁として位置づけられたことを示しているといえよう49。

皿．互恵から併合へ

　これまで見てきたように，ハワイ側は君主制社会を否定する併合という選択をせずに，強固な通

商基盤をつくりあげる互恵条約を必要とし，アメリカ側は通商的考慮以上に地政学的・国際戦略的

な側面から互恵条約を維持してきた。しかしながら1890年代にはいると，ハワイ側にとって互恵

条約だけではこの通商的紐帯が維持できない状況が生まれた。1890年，ハリソソ（Benjamin　Har・

rison）共和党政権下で，平均約48％の従価税関税額を規定したマッキンリー関税法（McKinley

Tariff　Act）が通過すると，それはアメリカの国内砂糖産業を保護したためハワイ糖への課税額が

上昇し，砂糖免税特権が失われたハワイは再び不況に見舞われることとなった。ハワイのアメリカ

系白人は，経済的利権が互恵条約のみでは維持できないことを悟り，併合クラブ（Annexation

Club）などの秘密結社を活用し，併合の主張を強力に推進し始めた50。

　1891年に即位したリリウオカラニ女王（Lili’uokalani）がハワイ議会の休会中に女王派の新内閣

を組閣すると，先住ハワ・イ人の権利を拡大する新憲法の発布の噂が流れ，アメリカ系白人は1893

年1月ハワイ革命を遂行した51。彼らは，アメリカ公使と海軍の援助を受け女王を退位させると暫

定政府を樹立し，アメリカ政府に併合を打診した。膨張論者の共和党ハリソソ大統領は暫定政府の

代表団と併合条約を調印したが，任期終了間近の政権は，元女王側の陳情などから，同条約の上院

批准を果たせなかった。3月に交代した民主党クリーヴランド第二次政権はグレシャム国務長官

（Walter　Q．　Gresham）主導により王政復古政策を推進するが，ハワイの革命政府はそれを拒否し，

リリウオカラニも革命派への恩赦を条件としたため受諾しなかった。民主党の併合論者モーガソが
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上院外交委員会報告書で，後に併合論者の支柱となった，いわゆる『モーガソ・レポート』で革命

を肯定すると，連邦議会論争は膠着状態になり，結果的に民主党クリーヴラソド政権はハワイ王朝

を復活できず，ハワイに革命派政府が維持された。即時併合がないことが明らかになると，革命派

はアメリカ系白人主導の国家，ハワイ共和国（Republic　of　Hawaii）を建国したのである52。

　1894年にクリーヴランド政権下で成立したウィルソソ・ゴーマソ関税法（Wilson－Gorman

Tariff　Act）は平均関税額を約40％と規定し，マッキンリー法下でのハワイ糖への高関税が撤去さ

れ，ハワイ経済は持ち直した。しかし，共和党マッキンリー（William　McKinley）政権下の1897

年ディソグリー関税法（Dingley　Tariff　Act）で平均関税率が約57％へと大幅に引き上げられ，互

恵条約が事実上機能しなくなると，ハワイの白人社会は関税障壁の完全な撤廃を望んだ。ロリソ・

サーストン（Lorrin　Thurston）らハワイの併合論者は，互恵条約からアメリカが利益を享受して

いないとする議論に反論すると同時に，米布関係を維持するため併合を主張したのであった53。他

方，米政府と連邦議会でも併合論者はハワイとの関係を維持するために互恵条約の保持を主張した

が，日清戦争に勝利した日本がハワイ獲得の野心を持っているという飛語が流れると併合の主張が

強まった54。現実には20世紀転換期の国際政治において，英仏独は中国やアフリカ経営の激化に伴

い，露は19世紀中葉以降の北米からの撤退に引き続き，北太平洋上での影響力を弱めており，日

本もハワイ移民の生命と財産を保護する以外の目的ではハワイへの直接的な干渉意図を有していな

かったが，アメリカの膨張論者はこれらの列強の動きを警戒していたのであった。たとえば，共和

党下院議員を父に持ち，領事館員として豊富な経験を持つジョソ・B・オズボーン（John　B．

Osborne）は，論説誌『フォーラム』（Forzem）で，モソロー・ドクトリン（Monroe　Doctrine）と

いう大きな例外を除き，互恵主義戦略がアメリカの最も重要な外交政策であると位置づけ，真珠湾

租借権を含んだ米布互恵条約を強く支持した。彼はハワイとの条約の結果，事実上第三国の太平洋

進出に対する防衛手段としてハワイを獲得したことでその存続理由が明確になり，このことが併合

につながると地政学的観点から論じた55。

　また，通商上の利益を求める活動も民間から起こっていた。ハワイ革命直後，サンフランシスコ

商工会議所は，同市がこれまでハワ・イと通商上の強固な関係を築いており，ハワイの実情を理解し

ているという立場から，ヨーロッパ勢力によるハワイ獲得を防ぎ，アメリカ市民の生命と財産を保

護する併合に賛成し，またハワイ併合とニカラグア運河建設が実現すればアメリカ全体の貿易が拡

大すると決議した。サンフランシスコの新聞は80年代よりハワイとの互恵条約を取り上げ，rコマ

ーシャル・ヘラルド』（Commercial　Hera　ld）紙や『マーケット・レビュー』（1瞼伽’1～θ加伽）紙

は互恵条約を支持していた。サンフランシスコの経済誌『フィナンシャル・レター』（Financial

Letter）の編集者ヘーゼルトソ（George　Heazelton）は，アメリカ太平洋沿岸州との貿易維持を主

張し，アメリカが併合しない場合，ハワイがカナダやオーストラリアと同盟する可能性を示唆した

のであった56。

　さらには陸海軍の要人もハワイ獲得を主張していた。1873年にハワイ調査に参加していた元陸
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軍長官スコフィールドは，1898年1月のモーガソ上院議員への手紙で，ハワイは防衛しやすい軍

事基地に適した場所であると説明し，太平洋と将来の中米地峡運河を攻撃する拠点として外国によ

るハワイ占領を防ぐためにも，米によるハワイ獲得が必要であると訴えた。陸軍のイーガン大佐は

45年にも渡る太平洋地域での勤務経験から，ハワイがサンフラソシスコの生命線であり，太平洋

貿易において莫大な利益を生み出しているハワイを併合すべきであると主張した。1887年クリー

ヴラソド大統領によって蒸気工学技術局の海軍主任（Navy’s　First　Chief　of　the　Bureau　of　Steam

Engineering）に任命され，後に海軍主任エンジニアとして海軍改革の牽引役を果たしたメルヴィ

ル提督（George　W．　Melville）は，ハワイが太平洋上の交通の要所に存在であり，いまや蒸気船が

4日，海軍戦艦が6日でサソフラソシスコよりハワイへ到着することが可能であることを示唆し

た。彼は，この地政学的位置関係と距離によりアメリカの通商と防衛にとってハワイが重要な地位

を占め，他国に領土貸与ないし併合されないためにも，アメリカが併合すべきだと主張した57。

　共和党マッキソリー大統領は1897年6月，恒久的な砂糖免税販路を望むハワイ共和国政府と併

合条約を調印した。その後，対日脅威論と対スペイソ戦争の最中，互恵条約は永続的な米布関係が

保証されたものではないため，恒久的なハワイの獲得が必要であると主張したニューラソズ

（Francis　G．　Newlands，　NV，民）下院議員がハワイの併合を求める両院合同決議案を提出した。最

終的に1898年7月，連邦議会はこれを批准し，翌月ハワイの主権は合衆国に移譲され，併合が遂

行されたのであった58。

おわりに

　アメリカによるハワイ併合までのこのような経過を踏まえた上で，論点を整理する。第一に，ハ

ワイ側の経済的変化と，ハワイ人と白人エリート層の政治権力の綱引きから，後者が徐々に勝利を

収め，その過程で米との互恵条約が締結された。これは，併合と互恵条約という二つの選択肢か

ら，両国の国内事情から達成可能な現実的な戦略が選ばれ，交渉された結果であった。互恵条約は

締結後，政治戦略的に維持され，最終的に併合を導く支柱となった。この意味において互恵と併合

は全く別の政策ではなく，同じ基本的目的を内包しており，相互に関連し合っていた。

　次いで，ハワイ政策において，クリーヴランドは第一次政権で連邦予算の歳入超過から関税改革

を議会に対して求め，免税リストの拡大を画策した。米布互恵条約は，それまで共和党政権が実施

してきた一部の国内製造業を保護しつつ，同時に歳入増大につながる関税を縮小する政策に合致す

るものであった。また，国内余剰生産品の中継貿易港として，そして戦略的海軍基地としての真珠

湾独占使用権の獲得は，ハワイ併合という「公式」の膨張ではなく，互恵条約という「非公式」の

膨張としてクリーヴランド政権の政策に適したものであった。史家スティーブンスの古典的研究が

指摘したように，互恵条約を更新したことはハワイに対するタイラー・ドクトリンの適用であった

が，本論で検討したようにそれは民主党グリーヴラソド第一次政権でも遂行された59。さらにクリ

ーヴラソドは二次政権でも，革命派政府に対し王政復古政策を強行せず，ウィルソン・ゴーマン関
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税法でハワイ糖の関税障壁を取り除き，実質的にハワイへの影響力を維持したのである。加えて，

互恵や併合政策に民主党のポークやピアス各大統領や連邦議員が精力的に関与し，対ハワイ互恵更

新期とハワイ革命期に，モーガソやニューラソズのような民主党の膨張論者が議会論争の中心とな

った。ラフリン（J．Laurence　Laughlin），ウィリス（H．　Parker　Willis）や三浦は先行研究で共和

党政権ないし共和党議員に焦点をあて検討したが，19世紀アメリカの互恵戦略と膨張政策は必ず

しも共和党主導で行われたわけではなく，民主党も対外膨脹において積極的な役割を果たしていた

のである。

　最後に，米布通商互恵条約が，必ずしも純粋に経済的利益の獲得という観点から生まれた政策で

はなかったという点に注目しなければならない。アメリカは，対カナダ互恵条約と異なり，1875

年の対ハワイ互恵条約に地政学的戦略を内包させ，領土特権をそこに挿入することによって批准を

達成していた。更新期においても互恵条約維持派は政治戦略的観点から論争を展開し，最終的に領

土特権を拡張する形で更新を果たしたのであった。つまり，ハワイ側では併合と互恵条約という選

択肢から併合を避けるために互恵を推進する一方，アメリカ側ではタイラー・ドクトリンとその系

論に内包されたハワイでの他国の影響力を排除しつつ，アメリカがそこで国際的に優位に立つ可能

性を残す政策が，互恵条約を導いたのである。この条約はハワイのアメリカへの経済的な依存構造

を生みだし，オズボーンが指摘するようにハワイ経済を合衆国に結びつけ，結果としてアメリカの

併合論者はハワイのプランターの意図を利用する形で併合を達成したのであった。すなわち，ハワ

イ側の国内状況の変化と対米要請，及びアメリカ側のタイラー・ドクトリンとその系論を基にした

対ハワイ政策が，互恵条約から併合への筋道となったのである。このように，1898年までに，す

でに米布間には強固な紐帯が完成していた。この政府間レベルでの密接な相互関係がアメリカへの

ハワイ併合の脈絡を形成し，その一因となったと考えられるのである。
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‘‘she　Reciprocity　Treaty　between　the　United　States　and

　　　　　Hawaiian　Kingdom，　and　Annexation　of　Hawaii”

KANAZAWA　Hiroaki

　　The　Annexation　of　Hawaii　to　the　U．S．　achieved　by　passing　the　Newland　Resolution　in　1898　was

neither　an　exceptional　aberration　of　U．S．　Foreign　Policy　nor　a　concomitant　of　the‘‘Spanish　Ameri－

can　Cuban　Filipino　War．”It　was　a　political　and　cultural　consequence　of　long　historical　interactions

between　Hawaii　and　the　U．S．　The　purpose　of　this　paper　is　to　investigate　Hawaii－U．S。　relations　from

1820to　1898，　especially　focusing　on　the　strength　of　their　political　ties　and　the　Democrat　policies　as

factors　of　the　annexation　process　of　the　islands，　although　past　historiography　has　been　mostly　paid

attention　to　the　relationships　around　1898　and　Republican　policies．　This　provides　evidence　that　the

relationship　of　the　two　parties　became　more　robust　by　agreeing　on　not　only　economic　contents　but

also　political　ones　of　the‘‘Reciprocity　Treaty”and　its　collateral　conditions　in　revising　that　treaty，

which　were　followed　by　the　Annexation．

　　In　the‘‘Reciprocity　Treaty，”the　U．S．　pursued　their　geopolitical　interests，　whereas　Hawaii　had

hoped　for　economic　and　political　stability　from　the　beginning．　The　U．S．　government　made　the

‘‘ eriendship，　Commerce，　and　Navigation　Treaty”with　Hawaii　in　1849　before　the　other　great　pow－

ers．　Hawaii，　however，　had　experienced　a　drastic　change　in　its　economy；the　economy　previously

dominated　by　the　whaling　industry　was　later　dominated　by　the　sugar　industry　established　by　white

planters．　After　the　serious　depression　in　the　postbellum　period，　Hawaii　demanded　for　the　reciprocal

relationships　with　the　U．S．　In　response　to　this，　the　U．S．　rati且ed　the‘‘Reciprocity　Treaty”in　1875　to

make　advances　in　the　Pacific　by　including　some　articles　that　prohibited　Hawaii　from　conceding　their

land　to　others　without　consulting　the　U．S．

　　Moreover，　in　the　renewal　controversy　over　this　treaty　started　in　1883，　both　the　Hawaiian　govern－

ment　and　white　sugar　planters　wanted　to　maintain　this　treaty　because　they　suffered　from　the　depres・

sion　arising　from　the　slump　in　sugar　prices．　In　addition，　the　king　of　Hawaii　strategically　conceded

the　right　to　use　the　Pear1耳arbor　as　a　naval　base　to　the　U　S．　to　encourage　the　ratification．　Although

there　were　few　economic　interests，　the　U．S．　Congress　under　the　Democratic　President　Cleveland丘一

nally　ratified　this　Renewal　Treaty　in　1887　by　including　the　exclusive　right　to　use　the　Pearl　Harbor

against　the　British‘‘threat”to　the　islands．　The　Annexation　of　Hawaii　was　not　accomplished　until　the

U，S．　had　negotiated　with　government　of　the　Republic　of　Hawaii，　which　was　established　after　the

“Hawaiian　Revolution”in　1893　by　American　White　settled　in　islands。　The　U．S．　President　Cleveland

virtμally　afirmed　this　revolution　because　he　did　not　take　any　further　action　to　restore　the　Hawaiian

kingdom　and　was　an　anti・imperialist‘‘expansionist！’Thus，　U．S．　Policy　toward　Hawaii　pursued　ge－

opolitical　interests　from　the　beginning．
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　　In　conclusion，　the　Hawaiian　Annexation　of　1898　was　brought　about　not　as　a　result　of　the　conflicts

with　Spain　around　1898　but　by　the　preceding　relationships　between　the　two　parties，　as　mentioned

above．
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